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議題１ 障がい者虐待防止の取組について
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障害者虐待防止法の施行に係る県の取組等について

１ 障害者虐待防止法の施行と特徴

（１）法の成立と施行

平成２３年６月１７日に成立し、本年１０月１日から施行。

正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３

年法律第７９号）」、以下「法」という。

（２）法の特徴

養護者による障害者虐待、障害福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障

害者虐待（疑いを含む）を発見した者には、通報の義務が課せられる。

特に、使用者による虐待は、障害者を雇用する事業主等による虐待のことであり、先に

施行されている児童虐待防止法や高齢者虐待防止法にはない点である。

また、相談・通報の窓口として「市町村障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権

利擁護センター」を設置することとなっている。

２ 市町村障害者虐待防止センターと都道府県障害者権利擁護センター

（１）市町村障害者虐待防止センター

市町村は、障害者福祉所管部局等において、市町村障害者虐待防止センターとしての機

能を果たすようにすることとされている。

①業務内容

ア 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届

出の受理

イ 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保

護のための相談、指導及び助言

ウ 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

養護者による障害者虐待

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

使用者による障害者虐待

通報
①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

市町村

市
町
村

虐
待
発
見

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報 報告

都道府県

都
道
府
県

市
町
村

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

通報

通知

報告

労働局虐
待
発
見

虐
待
発
見

①身体的虐待

②ネグレクト
（放棄・放置）

③心理的虐待

④性的虐待

⑤経済的虐待

虐待の類型
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②県内の設置状況（１０月１日から、県ＨＰにて公表）

・直営（委託しない） …１５市町村

・委託（一部委託含む）…３市（別府市、臼杵市、宇佐市／相談支援事業所等へ委託）

（２）都道府県権利擁護センター

都道府県は、障害者福祉所管部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局

又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにすることとされ

ている。

①業務内容

ア 使用者虐待に関する通報又は届出の受理

イ 市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供、助

言その他の援助

ウ 障害者及び養護者支援に関する相談、相談機関の紹介

エ 障害者及び養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整等

オ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供

カ 障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発

キ その他障害者虐待の防止等のために必要な支援

②県の設置状況（１０月１日から）

・障害福祉課内に設置／看板／専用回線（０９７－５０６－２７２８）

３ 通報を受けた市町村・県・労働局における対応

障害者虐待防止法により新たに与えられる権限は、市町村長による立入調査であるが、

その他の対応はおもに現行法の規定により行う。

（１）市町村（養護者による障害者虐待）

①障害者の安全確認、事実確認

②一時保護、施設等への入所措置【身体障害者福祉法、知的障害者福祉法】

③成年後見制度の審判請求【精神保健福祉法、知的障害者福祉法】

④障害者の住所、居所への立入調査などによる事実確認

⑤養護者への支援

（２）都道府県（障害福祉施設従事者等による障害者虐待）

①許可取消、業務停止命令、指定取消、勧告等の権限の適切な行使【社会福祉法、

障害者自立支援法等】

②従事者等による障害者虐待の公表（障害者福祉施設等の種別、虐待者の職種など）

（３）労働局（使用者による障害者虐待）

①助言、指導、勧告、立入検査等の権限の適切な行使【労働基準法、障害者の雇用

の促進等に関する法律、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律等】

②使用者による障害者虐待の公表（事業所の業種、使用者と被虐待者の関係など）
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４ 公表

（１）都道府県による公表事項（施行規則第３条）

①障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別

②障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種

（２）厚生労働大臣による公表事項（施行規則第７条）

①使用者による虐待があった事業所の業種及び規模

②使用者による虐待を行った使用者と被虐待者との関係

５ 県の取組

（１）成年後見制度研修会

高齢者福祉課と共催で成年後見制度活用のための研修を実施した。

①日 時 平成２４年８月６日（月）

②場 所 県庁舎本館正庁ホール

③受講者 市町村、保健所等、相談支援事業所、地域包括支援センター １３９名

（２）大分県障がい者虐待防止・権利擁護研修の開催

障害者支援施設や障害福祉サービス事業所の従事者、市町村職員、相談支援事業所職員

を対象に、講義や事例演習を通じて虐待防止と対応のための研修を開催した。

①日 時 平成２４年８月２４日（金）、３０日（木）、３１日（金）

②場 所 大分県総合社会福祉会館

③受講者 市町村、施設等、相談支援事業所 １７０名

（３）障害者虐待防止対策連携会議の開催

通報の受付、対応等に係る関係機関による連携会議を開催した。

①日 時 平成２４年９月２０日（木）

②場 所 県庁舎新館５２会議室

③参加者 県障害福祉課、市町村障害福祉担当課、大分労働局、県警本部

（４）街頭啓発活動の実施

県民に対し法施行を周知するため、パンフレット等を配布する街頭啓発活動を実施した。

①日 時 平成２４年９月２７日（木）午前７時４５分から午前８時１５分

②場 所 大分駅周辺

③参加者 県障害福祉課職員、大分市障害福祉課職員、大分労働局 １９名

（５）権利擁護・成年後見推進連絡会議

弁護士会、社会福祉士会、障害者相談支援事業推進協議会などの関係者で構成されてい

る「権利擁護・成年後見推進連絡会議」（事務局：県社会福祉協議会）において障害者虐待

防止に関する情報共有を図ることとしている。
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議題２ 地域移行・地域定着支援について
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３ 地域移行・地域定着支援担当者研修会実施報告

（１）目 的

障害者自立支援法に基づき、障がい者の施設や精神科病院からの地域移行支援及び

地域定着支援を行う「地域相談支援」が今年度から実施されている。

精神障がい者については、従来から県の精神障害者地域移行・地域定着支援事業（補

助事業）として精神科病院からの地域移行を目的に圏域毎に実施してきたところであ

るが、今後は「地域相談支援」と連動して取り組みをすすめる必要がある。

そこで、地域移行・地域定着支援関係者の資質の向上と関係者の連携を強化するた

めの研修会をとおして地域移行・地域定着支援体制を充実させ、精神科病院に入院し

ている者の地域移行・地域定着の促進を図る。

（２）主 催 大分県福祉保健部障害福祉課、一般社団法人支援の三角点設置研究会

（３）対 象 保健所地域移行・地域定着支援事業担当者 （９名）

（参加者） 市町村「地域相談支援」担当者等 （１０名）

指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者（３８名）

精神科病院関係者（１２名）

県障害福祉課（７名） 計７６名

（４）日 時 平成２４年８月２１日（火）１０：４５～１７：３０

８月２２日（水） ８：５０～１７：００

（５）会 場 大分県土地改良会館 ５階大会議室

大分市城崎町２丁目２番２５号（０９７－５３６－６６３１）

（６）内 容 別添研修会プログラム参照

講義、シンポジウム及び演習

講師 社会福祉法人 南高愛隣会 東京事務所長 武田牧子氏

医療法人 立川メディカルセンター

茨内地域生活支援センター施設長 岡部正文氏

ファシリテーター アドバイザイー、地域体制整備コーディネーター、

精神科病院精神保健福祉士等２２名

（７）評 価 アンケート結果 期待していたものと一致 40/63 63.4%

積極的に参加できた 42/63 66.7%
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自 至 時間 カリキュラム 内 容 講師等
8:30 8:40 0:10
8:40 8:45 0:05

8:45 10:00 1:15 ファシリテーションとは
グループワークや演習時のファシリテーターの役割について学
ぶ

岡部・武田

10:00 10:30 0:30 研修の目的と役割
二日間の研修のプログラムの内容の理解とファシリテーターと
しての役割

県担当者・岡部・武田

10:30 10:45 0:15 休憩

自 至 時間 カリキュラム 内 容 講師等
10:15 10:45 0:30
10:45 10:50 0:05
10:50 11:00 0:10

11:00 12:15 1:15
講義Ⅰ：地域移行支援の個別
給付化の課題と展望

全体の俯瞰：今年度からの相談支援の改正に伴う地域移行支
援個別給付化等について、新潟県の取り組みから大分県では
どう進めるのかを話し合うためのヒントを学ぶ

岡部

12:15 13:15 1:00

13:15 13:35 0:20 講義Ⅱ：体制整備とは？ 個別給付化における地域体制コーディネーターの役割 岡部

13:35 14:30 0:55
シンポジウム：これからの地域
体制整備に向けた各自の役割
と必要な仕掛け

14:30 14:45 0:15

14:45 15:30 0:45
体制整備ワークショップⅠ
（所属機関別グループ）

講義を受けて、地域体制整備コーディネーターの役割を改めて
考えてみる。また、関係者は地域体制整備コーディネーターを
どのように活用し、地域移行を進めるか話し合う。

ファシリテーター2名配置

15:30 15:40 0:10

15:40 17:10 1:30
体制整備ワークショップⅡ
（圏域別グループ）

私たちの圏域の課題を共有し解決策を話し合う。 ファシリテーター2名配置

17:10 17:30 0:20 グループ発表
＠2分×10Ｇ 何を話し合ったか要約して全体に伝える(ファシ

リテーター)
司会：武田牧子
助言者：岡部 正文氏

18:00 20:00 2:00

8:50 9:00 0:10 オリエンテーション 本日の研修の進め方について 圏域別グループで着座

9:00 10:00 1:00
講義Ⅲ：制度を知ろう！
補助金と個別給付の関係性に
ついて

制度と地域移行支援にかかるケアマネジメントを活用したサー
ビス利用計画と地域移行支援計画の関係及び支援の流れを理
解する

武田
ワークショップの進め方
についても盛り込む

10:00 10:20 0:20 岡部

10:20 10:30 0:10
10:30 11:00 0:30 仮想事例演習Ⅰ 事例の共有と役割分担 ファシリテーター2名配置

11:00 12:15 1:15
仮想事例演習Ⅱ
（計画作成）

＜全員で計画を立てる＞
地域移行の希望があり、相談支援専門員がアセスメント後サー
ビス等利用計画・地域移行支援計画(案)を作成する。

ファシリテーター2名配置

12:15 13:15 1:00

13:15 13:45 0:30
仮想事例演習Ⅲ
（関係者会議の開催）

＜役割分担して進行＞
関係者会議を開催し、計画に基づいて話し合い、支援方法を確
定する。

ファシリテーター2名配置

13:45 14:30 0:45
仮想事例演習Ⅳ
（モニタリング会議の開催）

＜役割分担して進行＞
3ヶ月が経過し、モニタリング後の関係者会議の場面。進捗状
況、変更を話し合う。（地域移行支援計画の修正）

ファシリテーター2名配置

14:30 14:45 0:15

14:45 15:30 0:45
仮想事例演習Ⅴ
（退院前会議の開催）

＜役割分担して進行＞
退院を踏まえた、地域定着担当者会議：いよいよ1か月後には
退院が決まり、退院後の支援について関係者で支援内容を話
し合い決める。（サービス等利用計画の修正）

ファシリテーター2名配置

15:30 16:30 1:00
体制整備ワークショップⅢ
（圏域別グループ）

私たちの圏域で地域移行を進めるために取り組むことを整理
し、私の役割を全員が発言。

ファシリテーター2名配置

16:30 16:50 0:20 グループ発表
＠2分×10Ｇ 何を話し合ったか要約して全体に伝える(ファシ

リテーター)
司会：武田牧子
助言者：岡部 正文氏

16:50 17:00 0:10
17:00 17:05 0:05

休憩

受付

8
月
2
1
日

昼食

休憩（会場レイアウトの変更）

休憩（席の移動）

研修オリエンテーション

情報交換会(必要であれば)

8
月
2
2
日

休憩

アンケート記入

演習オリエンテーション(事例の紹介、演習の進め方等)

挨拶

昼食

閉会挨拶

ファシリテーター養成研修：2日間で行う場合は、ファシリテーター候補者に事前学習をお願いする

8
月
2
1
日

受付
挨拶

地域移行・地域定着支援担当者研修会

進行：武田
シンポジスト：保健所コーディネーター(1名)、委託コーディネーター(1名)、市町村給付担当
者(1名)、指定一般相談支援事業者(1名)
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「大分県居住支援協議会」について

１．設立の背景

本県の人口は、昭和 60 年をピークに減少傾向にあり、今後はさらに世帯数も減少する

と推測される少子高齢社会の時代にあっては、地域住民が互いに助け合い、支え合いなが

ら「安心して住み続けられる」ことが求められている。そのため、住宅分野においては平

成 23 年度から 32 年度までの長期的な住宅政策の基本となる「住生活基本計画」を策定し、

健康で文化的な社会生活に不可欠な基盤となる住まい・まちづくりを県民・行政が一体と

なって推進しようとしている。

＜住宅分野＞

住生活基本計画においては

基本目標１「安全・安心な暮らしを支える住まい・まちづくり」

基本施策３「多様な住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネットの充実」

（３）民間賃貸住宅を活用した重層的なセーフティネットの整備

基本施策４「地域で共に支え合う住まい・住環境づくり」では

（２）生活支援サービス等と連携した高齢者や障がい者向け住宅の供給促進

一方、＜福祉分野＞

豊の国ゴールドプラン２１＜第 5 期＞において

第 7 章第 3 節 高齢者の住まいの整備

大分県障がい福祉計画（第 3 期）において

第 3 章 グループホーム、ケアホーム等地域生活における住まいの場の確保

などを具体的な取り組みとして位置づけている。

これらの取り組みの中で、高齢者や障がい者など、特に住宅の安定確保に配慮が必要

な「住宅確保要配慮者」が安心して暮らせる住宅セーフティネットの充実のために、住宅

分野である住宅・不動産事業者や福祉分野である居住支援団体等と連携した「大分県居住

支援協議会」を平成２４年１０月２２日に設立した。

２．目的

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「住宅セ

ーフティネット法」という。）に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、

子どもを育成する家庭、外国人その他住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住

宅確保要配慮者」という。）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措

置について協議することにより、住宅確保要配慮者が安心して住み続けられる住

まいづくりを推進し、県民の豊かな住生活の実現に寄与すること。

３．事業内容

（１）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の情報提供及び相談会等の実施

（２）民間賃貸住宅の賃貸人に対する実態調査及び不安を解消する情報等の提供

（３）住宅確保要配慮者に対する住宅リフォーム等の情報提供及び相談会等の実施。
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４．会 員

会員は、本会の目的に賛同する不動産関係団体、賃貸住宅事業者、住宅確保要配慮者

の居住支援団体等及び地方公共団体とし、下表のとおりとする。

宅地建物取引業、賃貸住宅及び （会長）社団法人大分県宅地建物取引業協会）

住宅情報提供団体等 社団法人全日本不動産協会大分県本部

（監事）大分県住宅供給公社

（監事）大分県木造住宅等推進協議会

福祉団体、居住支援団体等 （副会長）社会福祉法人大分県社会福祉協議会

社会福祉法人 シンフォニー

県、市町村関係課等 大分県福祉保健部 高齢者福祉課

障がい福祉課

地域福祉推進室

こども子育て支援課

（事務局）土木建築部 建築住宅課

公営住宅室

５．今年度における協議会での検討事項

高齢者や障がい者の住まいや住まい方、居住地等の実態を把握して、住宅確保要配

慮者が安心して暮らせる住宅セーフティネットの充実に必要な措置を協議すること

（１）高齢者の住宅確保配慮に関する実態調査

（２）障がい者の住宅確保配慮に関する実態調査
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の
促
進

国
及
び
地
方
公
共
団
体

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
及
び
民
間
賃
貸
住
宅
の
賃
貸
人
に
対

す
る
支
援

【
第
６
条
】

民
間
賃
貸
住
宅
を
賃
貸
す
る
事
業
者

○
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
構
ず
る
施
策
に
協
力

【
第
６
条
】

国
及
び
地
方
公
共
団
体

賃
貸
住
宅
に
関
す
る
適
切
な
情
報
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
提
供
、
相
談
の
実
施

【
第
７
条
】

国
及
び
地
方
公
共
団
体

住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
施
策
等
と
の
連
携

【
第
８
条
】

≪
地

域
住

宅
計
画
の
策
定

≫
○

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
住
宅
計
画
に
公
的
賃
貸
住
宅
の
整

備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
等
を
記
載

【
第
９
条
】

≪
居
住

支
援

協
議
会

の
設

立
≫

○
地
方
公
共
団
体
、
宅
建
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
、
居
住

支
援
団
体
等
は
、
居
住
支
援
協
議
会
を
組
織
で
き
る
【
第
1
0
条
】

地
域
に
即

し
た
重
層
的
か
つ
柔
軟
な
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築

～
高
齢
者
、
障
害
者
、
子
育
て
世
帯
等
の
住
宅
の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
総
合
的
に
推
進
～

※
■
住
宅
確
保
要
配
慮
者
：
低
額
所
得
者
、
被
災
者
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
子
ど
も
を
育
成
す
る
家
庭
等
住
宅
の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
等

■
公
的
賃
貸
住
宅
：
公
営
住
宅
、
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
、
公
社
賃
貸
住
宅
等

■
民
間
賃
貸
住
宅
：
公
的
賃
貸
住
宅
以
外
の
賃
貸
住
宅

・
住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
中
核
と
し
て
、
真
に
住

宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
的
確
に
供
給

・
優
先
入
居
等
の
措
置

・
住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
中
核
と
し
て
、
真
に
住

宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
的
確
に
供
給

・
優
先
入
居
等
の
措
置

公
営

住
宅

地
域
優
良

賃
貸
住
宅

入
居
の
円
滑

化
の
た
め

の
枠
組

み
整

備

・
民
間
主
体
等
に
よ
る
良
質
な
賃
貸
住
宅
の

供
給
の
促
進
（
整
備
費
助
成
等
）

・
入
居
制
限
を
行
わ
な
い
民
間
賃
貸
住
宅
を

登
録
し
、
そ
の
物
件
情
報
の
提
供
等
を
通
じ

た
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居
支
援

重
層
的
か
つ
柔
軟
な
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
イ
メ
ー
ジ

法
の
位
置
付
け

目
的
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居
住
支
援
協
議
会
の
概
要
に
つ
い
て

－25－



住
宅

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
に
基

づ
く
居

住
支

援
協
議

会
の
概

要

（
１
）
構
成

・
地
方
公
共
団
体
の
住
宅
担
当
部
局
及
び
自
立

支
援
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
担
当
部
局

・
宅
地
建
物
取
引
業
協
者
や
賃
貸
住
宅
を
管
理

す
る
事
業
を
営
む
者
に
係
る
団
体

・
居
住
に
係
る
支
援
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な

い
法
人

等

（
２
）
役
割

・
居
住
支
援
に
関
す
る
情
報
を
関
係
者
間
で
共
有
、

協
議
し
た
上
で
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
及
び
民
間

賃
貸
住
宅
の
賃
貸
人
の
双
方
に
対
し
必
要
な
支
援

を
実
施

住
宅
確
保

要
配
慮
者
（
低
額
所
得
者
・
被
災
者
・
高
齢
者
・
障
が
い
者

・
こ
ど
も
を
育
成
す
る
家
庭
そ
の
他
住
宅

の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
）
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な
入
居
の
促
進
を
図
る
（
法
第
1
0
条
）

概
要

目
的

・
居
住
支
援
協
議
会
の
相
関
イ
メ
ー
ジ

不
動

産
関

係
団

体

宅
地

建
物

取
引

業
者

賃
貸

住
宅

管
理

業
者

家
賃

債
務

保
証

業
者

居
住

支
援

団
体

N
P

O
法

人
社

会
福

祉
法

人
等

居
住

支
援

協
議

会

地
域

住
宅

協
議

会

地
方

公
共

団
体

県
・
市

長
村

（
住

宅
・
福

祉
部

局
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
築

生
活

福
祉

・
就

労
支

援
協

議
会

連
携

連
携

相
談

支
援

事
業

者

居
住

サ
ポ
ー
ト
事

業
者
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居
住

支
援

協
議

会
の
事

業
内

容
（
例

）

地
域
に
お
け
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
円
滑
な
入
居
を
困
難
に
し
て
い
る
要
因
や
必
要
な
支
援
措
置
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

１
実
態
調
査

２
構
成
主
体
間
連
携
・
協
力
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討

３
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
一
元
的
な
情
報
発
信

４
．
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作
成

５
．
講
演
会
・
研
修
会
等
の
実
施

６
．
雇
用
・
福
祉
施
策
等
と
の
連
携

・
地
域

に
お
け
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
属
性
・
数
の
把
握

・
地
域

に
お
け
る
入
居
制
限
や
居
住
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
の
把
握

・
雇
用

部
局
・
福
祉
部
局
等
と
連
携
し
た
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
住
宅
ニ
ー
ズ
の
把
握

等

地
方
公
共
団
体
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
事
業
者
、
家
賃
債
務
保
証
業
者
、
居
住
支
援
団
体
等
の
連
携
・
協
力
の
あ

り
方
に
関
す
る
検
討

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
し
、
住
宅
、
居
住
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
、
一
元
的
に
情
報
提
供

＜
情
報
の
提
供
＞

入
居
可
能
な
住
宅
、
享
受
可
能
な
居
住
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
見
守
り
、
家
賃
債
務
保
証
等
）
、
雇
用
・
福
祉
等
の
各
種
支
援
施
策

等
＜
情
報
提
供
の
方
法
＞

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
相
談
窓
口
、
相
談
会

等

住
宅
確
保
要
配
慮
者
、
賃
貸
人
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作
成

・
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入
居
等
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
防
止
・
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
災
害
時
の
被
災
者
受
入
れ
マ
ニ
ュ
ア
ル

等

賃
貸
人
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
、
居
住
支
援
団
体
等
、
関
係
者
に
対
す
る
普
及
啓
発
の
た
め
の
講
演
会
・
研
修
会
の
実
施

等

高
齢
者
と
子
育
て
世
帯
の
住
替
え
支
援
に
関
す
る
検
討
や
整
備

等
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（
参

考
）
民

間
賃

貸
住
宅

に
お
け
る
課
題

と
居

住
支
援

協
議
会

の
協

議
事
項

（
例

）

民
間

賃
貸
住
宅
に
お
け
る
課
題

居
住

支
援

協
議

会
の

協
議

事
項

・
実

施
事

項
（
例

）
住

宅
確

保
要
配
慮
者

賃
貸

人

適
当

な
住

宅
が
見
つ
か
ら
な
い

賃
借

人
が
見
つ
か
ら
な

い
（
空

き
家
）

①
住

宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
分
か
り
や
す
く
一
元
的
な
情
報
提
供

【
内

容
】
入
居
・
住
替
え
が
可
能
な
住
宅

、
利

用
可

能
な
サ
ー
ビ
ス
、

雇
用

・
福

祉
関
連
施
策

【
提

供
方

法
】

Ｈ
Ｐ
、
相

談
窓

口
、
相
談
会
等

②
契

約
手
続
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

③
家

主
・
協
力
店
・
居
住
支
援
団
体
向
け
研
修

④
相

談
員
の
人
材
育
成

属
性

に
よ
る
入
居
制
限

住
宅

規
模
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

（
高

齢
者
、
子
育
て
世
帯
）

契
約

手
続
き
が
複
雑

保
証

人
等
の
確
保
が
困
難

入
居

後
の
家
賃
滞
納
等

の
ト
ラ
ブ
ル
を
懸
念

①
家

賃
債
務
保
証
へ
の
支
援

②
緊

急
連
絡
先
の
提
供

家
賃

滞
納
に
よ
る
明
渡
し

家
賃

滞
納

①
生

活
保
護
の
代
理
受
領

②
公

的
賃
貸
住
宅
の
あ
っ
せ
ん

管
理

に
対

す
る
不
満

ト
ラ
ブ
ル

発
生
（
近
隣
ト
ラ

ブ
ル

、
病

気
、
死
亡
等
）

①
ト
ラ
ブ
ル
防
止

・
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
周
知

②
賃

貸
人
・
賃
借
人
の
双
方
に
対
す
る
電
話
相
談
、
ト
ラ
ブ
ル
等
の

緊
急

時
対
応

サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供

③
見

守
り
、
生
活
相
談
等
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

④
家

主
等
向
け
研

修
、
相
談
員
の
人
材
育
成

突
然

の
体
調
変
化
等
へ
の
不
安

原
状

回
復
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル

（
補

修
費
用
の
負
担
、
敷
金
返
還
額
等
）

①
原

状
回
復
ル
ー
ル
の
明
確
化
、
周
知

②
第

三
者
に
よ
る
入
退
去
時
の
立
会
い
、
査
定

③
家

主
等
向
け
研

修
、
相
談
員
の
人
材
育
成

身
寄

り
が
な
い
場
合
の
対
応
へ
の
懸
念

（
残

置
物
の
処
理
、
葬
儀
等
）

①
残

量
物
の
処
理
、
葬
儀
代
行
等
の
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
の
提
供

入
居

前

（
賃

貸
借

契
約

締
結

）

入
居

中

退
去

時
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民
間
住
宅
活
用
型
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

整
備
推
進
事
業
に
つ
い
て
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民
間
住
宅

活
用
型
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
整
備
推
進
事
業
の
概
要

・
地
域
住
宅
計
画
に
お
い
て
、
民
間
賃
貸
住
宅
を
活
用
し
た
住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
強
化
に
取
り
組
む
旨
が
具
体
的
に
明
記
さ
れ
る
こ
と

・
居
住
支
援
協
議
会
等
を
設
け
、
本
事
業
に
よ
る
住
宅
の
物
件
情
報

の
提
供
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

・
賃
貸
住
宅
の
管
理
の
期
間
が
１
０
年
以
上
で
あ
る
こ
と

・
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
地

方
公
共
団
体
等
と
締
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
改
修
工
事
完
了
後
の
最
初
の
入
居
者
は
、
子
育
て
世

帯
、
高
齢
者
世
帯
等
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
と
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
後
も
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入
居
を
拒
ま
な

い
こ
と

・
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

等

①
補
助

対
象

住
宅
の

要
件

③
地
方

公
共

団
体

と
の
連
携

○
民

間
住

宅
を
活

用
し
た
住

宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充

実

事
業
概

要

以
下
に
示
す
要
件
（
①
）
を
満
た
す
住
宅
に
つ
い
て
一
定
の
改
修
工
事
（
②
）
が
行
わ
れ
る
場
合
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
（
③
）
し
、

国
が
民
間
事
業
者
に
対
し
て
住
宅
の
改
修
費
の
一
部
を
直
接
支
援
。
【
補
助
率
：
１
／
３
、
補
助
限
度
額
：
１
０
０
万
円
／
空
き
家
】

（
１
）
加
齢
対
応
構
造
等
に
係
る
工
事
（
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
含
む
）

（
２
）
共
用
部
分
に
係
る
改
修
工
事
（
耐
震
改
修
、
省
エ
ネ
改
修
又
は

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
の
い
ず
れ
か
を
含
む
改
修
工
事
）

②
補

助
対
象

工
事

○
近
年
、
厳
し
い
経
済
・
雇
用
情
勢
の
下
、
雇
用
者
の
所
得
水
準
の
低
下
に
よ
り
居
住
費
負
担
能
力
が
低
下
し
、
住
宅
に
困
窮
す
る

者
が
増
加

○
公
営
住
宅
の
応
募
倍
率
も
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
さ
ら
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
の
悪
化
か
ら
、
公
的

賃
貸
の
供
給
に
依
存
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
取
組
は
限
界

○
民
間
賃
貸
住
宅
の
空
き
家
は
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
有
効
活
用
が
課
題

現
状

・
課

題
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議題４ その他
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専
門

部
会

の
設

置
状

況

南
部

別
府
市

杵
築
市

国
東
市

姫
島
村

日
出
町

大
分
市

臼
杵
市

津
久

見
市

由
布
市

佐
伯
市

竹
田
市

豊
後
大
野
市

日
田
市

九
重
町

玖
珠
町

中
津
市

豊
後
高
田
市

宇
佐
市

就
労
部

会

精
神

障
が

い
者

地
域

生
活

支
援

会
議

相
談
窓

口
部
会

生
活
支

援
部
会

就
労
部

会
地
域
環

境
部
会

地
域

生
活

支
援

部
会

兼
合

同
部

会

住
む
こ
と

部
会
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相談支援専門員とサービス管理責任者合同学習会開催について（提案）

はじめに

平成 24 年 4 月より相談支援専門員の業務の一つに“サービス等利用計画”作成が義務付

けられました。大分県障害者相談支援事業推進協議会幹事会では、「相談支援専門員が作成

する“サービス等利用計画”とサービス管理責任者が作成する“個別支援計画”は共同で学

習会などを開催していきながら、それぞれの計画の理解を共有していく必要がある。」とい

う意見が挙げられています。さらに幹事の中では、「上記の内容は、特定の地域で取り組み

をおこなうのではなく、県内全体で取り組むべき課題である。」という見解を一致させてい

ます。そこで、両者の合同学習会の必要性を感じています。

大分県自立支援協議会への提案事項

（１）相談支援専門員とサービス管理責任者を対象とした合同学習会の開催

① 目的

相談支援専門員が作成する“サービス等利用計画”とサービス管理責任者が作成する

“個別支援計画”をそれぞれの職種で理解してもらう。

② 実施主体

相談支援・研修部会

③ 実施期間

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

※ 平成 24 年度は、2 つの市町村（圏域も可）でモデル的に実施し、平成 25 年度

に全県実施していく。

（２）実施にあたっての検討事項

① 研修会の広報

研修会の広報は「地域自立支援協議会担当者会議」でおこなってはどうか。

② 県内アドバイザー事業の活用

学習会に実施にあたり、県内アドバイザーを派遣してはどうか。
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